
昭和39年10月10日

12日(月曜 日〕からは新庁舎へ

新市庁舎が完成しましたので -

10月12日〈月曜日〉から新し

い庁舎で仕事を始めます。

市役所へご用の方は間違わな

いように新庁舎へおでかけく

ださい。
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(
こ
こ
を
と
じ
て
く
だ
さ
い
〉

年 日
金 軍
-人

J医!、
給 E

十のの

E支
日給
ょ 対

受象
イ始開寸 た

改善

本
年
七
月
九
回
、

遺
族
援
護
法
と
恩
給
法
が
改
正
さ
れ

十
月

一
日

か
ら
施
行
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
に
よ
り
ま
す
と
、
い
ま
ま
で
給
付
の
対
象
と
友
つ

い
て
・
な
か
っ
た
次
の
よ
う
な
場
合
に
ま
で
給
付
対
象
が
拡

大
さ
れ
、
大
巾
の
改
善
が
行
た
わ
れ
て
い
ま
す
。

軍
人
軍
属
に
対
す
る
公

た
だ
し
、
以
上
の
四
頃
に
該

当
す
る
場
合
も
故
意
又
は
重

大
過
失
に
よ
る
も
の
は
除
き

ま
す
。

務
傷
病
の
範
囲
を
拡
大

①
大
東
亜
戦
争
中
の
戦
地
勤

務
で
才
六
項
症
以
上

の
障

害
を
受
け
た
軍
人
軍
属
に

障
害
年
金
を
支
給

②
大
東
亜
戦
争
中
の
戦
地
勤

務
で
死
亡
し
た
軍
属
の
遺

族
に
対
し
遺
族
年
金
、
弔

慰
金
主
支
給

③
日
華
事
変
中
の
事
変
地
勤

務
で
六
項
症
以
上
の
障
害

を
受
け
た
軍
人
軍
属
に
障

害
年
金
主
支
給

④
日
華
事
変
中
の
事
変
地
勤

務
で
死
亡
し
た
軍
人
軍
属

の
遺
族
に
遺
族
年
金
、

弔

慰
金
を
支
給

公
務
上
死
亡
し
た
軍
人

軍
属
で
公
務
死
を
明
ら

か
に
す
る
立
証
資
料
が

な
い
た
め
遺
族
年
金
な

ど
を
受
け
る
こ
と
が
出

来
な
か
っ
た
遺
族
に
、

遺
族
一
時
金
十
万
円
を

支
給

①
日
華
事
変
以
後
の
公
務
傷

病
に
併
発
し
た
傷
病
に
よ

り
在
職
中
又
は
退
職
後
二

年

〈
結
核
以
び
精
神
病
の

場
合
は
六
年
」
以
内
に
死

O 

② 
の年及務~地引亡

)びをにきし
以精終勤続た
内神了務きも F

に病 後 し六の
死のーたカ
亡 場 年ーも月
し合ハの以
たは 結 で上
も‘三核勤戦

大す遺
る族
遺年
族 金
の な
範ど
囲を
を支
拡給

①
戦
没
者
の
死
亡
後
再
婚
し

た
戦
没
者
の
妻
、
及
び
戦

没
者
の
父
母
、
祖
父
母
、

並
び
に
入
夫
婚
姻
に
よ
る

父
母
で
旧
軍
人
恩
給
の
停

止
か
ら
遺
族
援
護
法
の
適

用
ま
で
の
期
間
内
に
、
再

婚
を
解
消
(
生
別
に
限
る
)

し
た
妻
や
婚
姻
を
し
た
父

母
、
祖
父
母
で
再
婚
を
解

消
し
た
も

の
に
、

戦
没
者

の
身
分
、

又
は
勤
務
の
内

容
に
よ
り
、

遺
族
年
金
又

は
遺
族
給
支
金
を
支
給

②
も
と

の
陸
軍
又
は
海
軍
の

判
任
父
宮
及
び
従
軍
文
官

の
内
縁
の
妻

別

戸

籍

の

父
母
及
び
祖
父
母
、
子
、
孫

に
、
遺
旗
年
金
又
は
遺
族

給
与
金
、

弔
慰
金
を
支
給

負
傷
疾
病
の
時
期
を

延
長

①
営
内
に
居
住
す
一ベ
き
準
士

官
以
下
の
軍
人
、
準
軍
人

が
昭
和
二
十
年
九
月
一
日

ま
で
に
営
外
で
公
務
上
負

傷
疾
病
に
か
か

p
退
職
後

二
年

(
又
は
結
核
、
精
神

病
の
場
合
は
六
年
)
以
内

に
死
亡
し
た
も
の
の
遺
族

に
特
別
遺
族
年
金
か
支
給

さ
れ
て
い
ま
す
が
、
今
度

の
改
正
で
、
昭
和
二
十
年

九
月
二
日
か
ら
復
員
の
日

ま
で
に
延
長
し
特
別
弔
慰

金
を
支
給

②
宮
内
に
居
住
す
べ
き
軍
人

軍
属
が
営
外
で
公
務
上
負

傷
し
疾
病
に
か
か
っ
た
時

4‘ 

期
を
昭
和
二
十
年
九
月
二

日
か
ら
復
員
の
日
ま
で
巴

，

延
長
し
特
別
弔
慰
金
を
支
、

給

¥③
旧
軍
人
、
準
軍
人
が
内
地

吋
な
ど
で
負
傷
又

は
疾
病
の

た
め
死
亡
し
た
も
の
で
、

昭
和
二
十
年
九
月
二
日
か

ら
復
員
ま
で
の
聞
に
負
傷

疾
病
に
か
か
り
こ
の
期
間

中
に
死
亡
し
た
も
の
の
遺

族
に
も
、
特
例
扶
助
料
を

支
給
。

傷
病
年
金
受
給
者
の
妻

に
加
給
金
年
額
四
千
八

百
円
が
支
給
さ
れ
る
よ

う
に
改
正

申
請
に
は
傷
病
年
金
証
書
の

写
が
必
要
で
す
。

-

自

衛

隊

員

の

募

集

V

募
集
人
員

二
等
陸
士
:
・
約
四
千
五
百
名

二
等
海
士
:
・
約
四
百
五
十
名

二
等
空
士
:
・
約
七
百
名

V
応
募
資
格

十
八
才
以
上
二
十
五
才
未
満

で
、
日
本
に
国
籍
を
有
し
、

中
学
校
卒
業
程
度
の
学
力
を

有
す
る
男
子
o

v
試
験

筆
記
試
験
(
国
語
・
作
文

る

数
学
・
社
会
)
身
体
験
査

国
述
試
験

友
語
、
く
わ
し
い
こ
と
は
、

市
役
所
総
務
課
か
、
自
衛
隊

に
直
接
語
た
や

J

ね
く
だ
さ
い
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家
屋
の
異
動
調
査

昭
和
三
十
九
年
一

月

一
日

以
降
に
建
築
ま
た
は
増
改
築

な
ど
を
し
た
市
内
全
域
の
家

屋
調
査
を
十
月
十
五
H
よ
り

十
二
月
末
日
ま
で

の
予
定
で

行
、
な
い
ま
す
。

こ
の
調
査
は
昭
和
四
十
年

度
の
固
定
資
産
税
の
基
礎
と

昭和33{r4月22日第三1電車1:便物認可

第二回狂犬病予防注射実施日程

実施月日!実施 場 所 | 実施 時 間

10 . 19 I犬村市役所 9 .OO~16 80 

10・20I西大村出張所 I 9.0ト 14.30

10. n 諏訪公民館 19.00--11.30 

M 11 ¥徴神堂広場

M が |大多武公民館

10 . 22 1今村公民館

M 11 I溝陸公民館

11 I 1三浦出張所

白Y 1/ I農協西部支所 ¥ 14.3ト15.00

目10. 23 1立鈴田出 闘 い3ト 15・回

ノミス停留所 110.00-1030

小学校 111 .0ト 11.30

'1 ~J 置摘出張所 ¥1 3 . 0 O~ 14 .30 

" 宮代停留所

11 ， 1民 仰ー支所

10 . 27 I竹松出張所

10 . 28 I福重出張所 g .30~15.00 

10 29 1野岳榊留所

M 1/ 1東光寺公民館 110.38-11，00 

H i武留路公民館11 : 11 30、12.00

M ツ i松原出張所 13.30-15..30 

I 9，0ト 15，00

才
二
副
自
の
狂
犬
病
予
防

注
射
を
行
な
い
ま
す
。

対

象
登
録
済
の
犬
(
昭
和
三
十
九

す
る
た
め
実
施
す
る
も
の
で

す
。調

査
の
際
は
所
有
者
か
居

住
者
の
立
会
を
む
願
い

し
ま

す
の
で
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

在
最

一
月
一
日
以
降
、
解

家
し
た
家
屋
に
つ
い
て
は
本

年
中
に
所
定
の
手
続
を
法
務

局
で
治
取
り
く
だ
さ
い
。
こ

の
手
続
を
し
な
い
と
解
家
し

た
家
屋
も
諜
税
課

の
課
税
台

帳
か
ら
沫
消
で
き
ま
せ
ん
の

で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

国
産
休
代
替
職
員

の
登
録

今
ま
で
に
登
録
し
て
い

る
人
も

児
童
福
祉
施
設
の
女
子
職
員

(
保
育
所
の
保
母
等
)
が
治
産

さて めごの 用 人必が 録 たるの
いい左登 希 で すの 要あ 制だ問た
。るお まj~ 望 、 る中 なりに く 、め

方 今 し の資こか場 まよ 臨 そに
もまてか 格とら合すり IJ与 の休
再で下たの に代 に。採職代暇
登 に さ はあ し 替登 モ用 員 b を
録 登いあるて 職録 こすをを取
し主主。らかい員さ?る申し っ
てき かたまを れ随街IJ込 て て
下れ じ で す 採 た 時 度登 いい

汚物処理手数料

早く 納めてくだ さい:

昭和 39年度汚物処理

手数料才 2期分(7.8.9.~ 

月)の納期限は 3月 30

日と在 っています。

まだ納めておられない方 i

には 10月20日現在で督 :

促状を発ト「しますので、

早自に納めて下さい。

納入通知書を紛失された j

方は衛生iT又は山張所で :

再交付を受けて下さい.

-
狂
犬
病
め
予
防
注
射
:
・

年
四
月
実
施
)
と
生
後
九
十

一
日
以
上
の
未
登
録
犬

料

金
注
射
手
数
料
U
百
四
十
円

登
録
手
数
料

l
三
百
川

〈
始
め
て
登
録
す
る
犬
だ

け
が
必
要
で
す
〉

マ
犬
は
く
さ
り
か
丈
夫
な
ひ

1 

き 射 マ も
い済 登 で
。証録 引
の済い
鑑 のて
札犬 く
をはだ
持登 き
参 録 い
く済
だ 、注

園
結
核
健
康
診
断
の
結
果

通
知
の
な
い
方
は
ま
ず
安
心

九
月
中
に
一
般
市
民
を
対

象
と
し
て
行
な
っ
た
結
核
健

康
診
断
の
結
束
が
わ
か
り
ま

し
た。

所
見
の
あ

る
方
に
は

通
知
を
し
、

精
密
検
査
を
す

る
こ

と
に
し
て
い

ま
す
c

必
十
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

友
治
、
十
月
中
に
通
知
が
な

い
方
は
異
肢
が
な
か
っ
た
も

の
と
ご
承
知
く
だ
さ

い
。

-
無
縁
墓
地
の
改
葬

つ
ぎ
の
墓
地
が
改
葬
さ
れ

ま
す

の
で、

縁
故
者
は
届
け

出
て
く
だ
さ
い
。

墓
地
所
在
地

・福
岡
市
天
神

町
三
丁
目
円
正
寺
墓
地

届
出
期
日
十
月
二
十
以

届
出
先
福
岡
市
天
神
町
三

丁
目
十
二
番
地
二
十
九
円
正

寺

墓
地
所
在
地

岩
国
市
錦
見

字
法
生
神
才
一
六
六
二
番
地

届
出
期
日
十
月
三
十
一
日

届
出
先

岩
国
市
役
所
衛
生

課-
競
艇
開
催
臨
時
従
業
員
を

募
集

市
の
事
業
課
で

は
つ
ぎ

の

と
お
り
競
艇
開
催
時
臨
時
従

業
員
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

マ
資
格
市
内
居
住
者
で
三

十
五
才
未
満
の
女
子

マ
選
考
H

十
月
二
十
八
日

マ
選
考
要
領

一
般
常
識
、

ソ
ロ
パ
ン

、
面
接

竹
一
雇
用
人
員
若
干
名

マ
賃
金

一
日

三
百
七
十
円

希
望
す
る
方
は
十
月
ご

十
日
ま
で
に
履
歴
書
を
事

業
課
へ
提
出
し
て
〈
だ
さ

‘ν
 


